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身分上の事項に関する証明（21号）

＜戸籍記載事項証明＞

○

○

内 容 ある特定の事項が戸籍謄（抄）本に記載されていることを証明するもの

(注1） 。すべて外国官憲等あて。

使用目的 養子縁組，認知，兄弟姉妹関係，復籍のため姓が変わった経緯等の立証。

条 件 （1）本人が公館へ出頭して申請すること（注2） （注3）

（2）戸籍膳（抄）本の提示又は提出。

（3）日本人に限らず，元日本人等の外国人も申請できる。

ロ

必要書類 （1）本人を確認できる公文書（注4） ◎

（2）戸籍謄（抄）本（6か月以内のできるだけ新しいもの） ｡

形 式 すべて，一定書式による外国文の証明。

注意事項 (注1）戸籍膳（抄）本は，本邦の公文書であるので， これを翻訳証明で

取扱うこともあるが，翻訳証明の場合は戸籍謄（抄）本の記載事項の逐

語訳であるのに対し， この記載事項証明は当該戸籍の記載事項から事件

本人に関係のない部分は省き，かつ，一定形式及び単純化した記載によ

り証明書を作成する点が異なる。ただし，事件本人についての記載は省

略しない。

(注2）本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められる

ときは，代理人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状僖簡で

も可）又は委任状を提出させること。

(注3）本人が未成年の場合,使用目的が本人の利益のためであるときは，

近親者，法定代理人又は両親である保護者が代理申請できる。本人の依

頼状等は不要。

(注4）例えば，旅券又は現地当局発行の写真付身分証明書。



身分上の事項に関する証明

く戸籍記載事項証明＞

_L蝿一説

（1）証明の内容

ある特定の身分上の事項が戸籍膳（抄）本に記載されていることを証明するもの。

すべて外国関係機関あてで，外国文で発給する。

（2）使用目的

養子縁組，認知，兄弟姉妹関係，復籍のため姓が変わった経緯等の立証に使用され

る。

（3）手数料

証明書1通毎に第21号の領事手数料を徴収。

（4）翻訳証明との違い

戸籍謄（抄）本は，本邦の公文書であるので， これを翻訳証明で取り扱うこともで

きるが，翻訳証明は戸籍謄（抄）本の記載事項の遂語(Wordforword)訳であるの

に対し， この記載事項証明は当該戸籍謄（抄）本の記載事項から当該使用目的に特に

関係のない部分は省き，かつ，一定形式及び単純化した記載により証明書を作成する

点が異なる。ただし，事件本人についての記載は省略しない。

○

旦畠…_住

（1）本人が公館に出頭して申請すること。

（注1）本人が公館に出頭できないやむを得ない事情があると認められるときは，代

理人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任状を提出

させること。

（注2）本人が未成年の場合，使用目的が本人の利益のためであるときは，近親者，

法定代理人又は両親である保護者が代理申請できる｡本人の依頼状等は不要。

（2）戸籍謄（抄）本（6か月以内のできるだけ新しいもの）の掲示又は提出。

（3） 日本人に限らず,元日本人であった外国人も申請できる。

3．必要書類

（注）文書については,すべての原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける(公

館において写を作成してもよい） 。

（1）本人を確認できる公文書（例えば，旅券，現地関係当局発行の写真付身分証明書）

（2）戸籍謄（抄）本

（3）代理申請の場合，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任状

_4作成要領

（1） 申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させ，申請人本人

のみについて証明する形式1か申請人の家族についても連記して同時に証明する形式

○

1



『

2かを決める． ‘

（注）形式2の作成に当たっては， 1つの戸籍謄本を根拠としなければならず，家族

各人のめいめいの戸籍抄本をもって作成してはならない。

（2）必要書類を提出させる。

（3） 申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。代理申請の場合は，申請

人が依頼状又は委任状に記載されている本人であるか否かを旅券等の公文書で確認

する。

（4）本人の使用目的を確認し，提出先の要求項目を聴取の上，右を配慮し戸籍謄（抄）

I

本から本人又は本人と希望事項に関連する謄本記載の他の者の身分事項を抜粋のう

え，単純化して証明書に記入する。婚姻後離婚の記載がある場合等には注意を要す

る。

本証明書は共通項目（氏名，本籍，筆頭者，父母，続柄，生年月日，出生地）と

申請人又は申請人と謄本記載の他の者の身分事項欄記載の項目（婚姻養子縁組，

認知等）全部からなる。

(注l)形式1の記載上の注意

①共通項目

Domicile体籍地) :

都道府県又は市まで記載する。

Father?(父）及びMother(母) :
イ．戸籍謄（抄）本の父又は母の欄が空欄であるときは, ｢notStated」と記載

する。

ロ．父又は母が外国人の場合は，父又は母の旅券等の掲示を求め，綴りを確認す

る。綴りの立証困難な場合は，申請人の自国公館による綴りについての証明（領

事レターでも可）又は，公証認証された氏名綴りについての宣誓書を求める。

ハ．戸籍謄（抄）本の父又は母の氏名の頭に「亡」とあるときは，証明書の該当

欄にはその氏名の後に(deceased)と記載する。

RelationShip(続柄) :戸籍膳（抄）本に「男」又は「女」と記載されている場

合は, ｢son」又は「daughter」と記載する。

PlaceofBirth(出生地) :

イ．出生地が日本の場合，都道府県又は市まで記載する。

ロ．出生地が外国の場合，国名又は国名及び都市名のみ記載する。

ハ．戸籍謄（抄）本に記載された出生地が現在存在しない国又は地名である場合

は,過去の国名又は地名で表記する｡場合により理由を付して本省へ経伺する。

②申請人の身分事項欄記載の項目

く記載例＞

本人の国際結婚:MarriedtoEdwinWilli測訓ith,U、 S.citizen,onDecember

○

○

2



18， 1991．

子の欄の父による託椥:RecognizedbyfatherMIZUTAUeruashisOwnchildon

April l, 1986.

本人の桶の子の認知:RecognizedTANAKAReikoasadaughteronFebruary2

9， 1986．

両親離婚による親権者の決定:ParentsweredivorcedandMtherNaekpwas

appointedasapersonexercisingparentalpoweronJune25,1987.

後見人の指定:Astherewasnopersontoexerciseparentalpowerguardianship

commencedandYAMADATarowasappointedasaguardianon……

婚姻前の氏に復帰:Resumesthesurnameassumedpriorto(又はbefore) the
●

marrlage.

本人による養子縁組:Ad叩tedKINOMITanekoasadaughteronAugust30,

1987.

本人帰化（帰化の際の国籍・従前の氏名) :NaturalizedonJulylO,198

6 (NalleamNationalitypriortoNaturalizationinJapal :MariaBell, U.

S. citizen) .

本人が離婚後再婚しその夫が死亡したケース:Divocedfr伽加sband,MIZUmUeru,

onSeptemer22, 1969.KARITAMinoruonJune4, 1973． HuSband,

MinorudiedonJanuary25,1975.

(注2）形式2の記載上の注意

①共通項目

イ． 2人目以下は，本籍地及び筆頭者氏名の記載を省略し，また各人の姓は記載

せず名前だけとする。

ロ．死亡，除籍等で戸籍の氏名欄が斜線で抹消されている者についても証明する

必要があるときは，証明した氏名の後に(crossedout)と記載する。この場合，

同人死亡又は婚姻により除籍等の記載があるときは，次のとおり記載する。

同人死亡DiedonApril 8, 1986.

婚姻により除籍Marriedto。．…・On……;accordingly, namewaSremoved

fromthisfamilyregister.

②申請人又は申請人と謄本記載の他の者の身分事項欄記載の項目

養子縁組の記載例
●

Nme : ReiM

Father :MIZUTAUerU

MOther :TANAKAInelm

Relationship : Firstdaughter

AdoptiveFather : KennethDonaldBrown

○

○r､Lノ

3



■■

AdoptiveMther :AliceLilyBrown

RelationShip:AdOpteddaughter

DateofBirth:Mayl, 1967.

PlaceofBirth : SendaiCity

AdoptedbyKemethDonaldBrwn, U. S・ citizen, andhiswifeAliceLily

BrownonJanuaryl5, 1977.

（5）証明書の下段に根拠とした文書名，発給機関（発給者） ，発給年月日を記入する。

（注）戸籍謄（抄）本の発行者が市区町村長の職務代理者であるときは，発行者の前に

acti略と記載する。なお，市長はMayor,区町村長はHeadとする。

（6） 証明書にその他の必要事項（証明番号は証明発給台帳にて確認）を記入の上，担当

官（館長又は代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し，その下に官職

氏名を記入して丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

（7）完成した証明書の写をとる。

（8） 証明手数料は1通毎に第21号の手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1枚を

発給すればよい。

（9）証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

(10） 申請書証明書の写及び戸籍謄（抄）本（写）は公館にて保存する。保存期間3

ダ

○

年。

○

4



(仏語）戸籍記載事項証明（21号）形式、 1

C服ⅢにAr

L'AmbassaddeduJapon l celtineqUelesrenseiglementsci-dessomsmetablissur

LeCnsulatG6nelalduJapon

labase(d'mecopieauthentique)duRegEtred'E1at-CMI,d6MⅥ巳(e)parlemairedeChWoda-ku,

’
Tblgo,lelOocmbrel986.

○
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’
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(仏語）戸籍記載事項証明（21号）形式、 2
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（
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(西語）戸籍記載事項証明（21号）
●

皿

形式、 1
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(西語）戸籍記載事項証明（21号）形式、 2

恥
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形式1Cert・No.
､，

I

CERHFrATE

YOYOGI

Moriko

TblWo

YOYOGI

TEdashi

YOYOGI

Tadashi

YOYOGI

MiyokO

3rddaughter

March3,1956

ToWo

Sumame:

Givenname:

Domicile:

Head㎡Family(Sumame) :

(Givenname)

Father(Sumame) :

(Givenname) :

Mother(Sumame) :

(Givenname) :

Rel誠ionShip:

DateofBirth:

PlaceofBirth:

1

○

MrriedtoEdwmWilliamSm油うU､S・citizen,onDecemberl8, 1978.

ThisistocertifythatabovestatementhasbeenmadeonthebasisoftheOfficial

FamilyRegisteriSsuedbytheHeadofChiyodaWard,Tokyo,onApril8, 1991..
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形式2Cert.No.

CERIIFICAIE

へ

SUrname: TANAKA

Givenname: Ineko

Domicile: SaitamaPretcture

HeadofFamily(Surname) : TANAKA

(Givenname) : IndEo

Father(Sumame) : (Notstated)

(Givenname) : (Notstated)

Mother(Surname) : TANAKA

(Givenname) : Naeko

Relationship: Daughter

DateofBirth: . July4,1947
PlaceofBirth: Sameasabovedomicile

Divorcedfromhusband,MIZUTAUeru,onSeptember22, 1969.

MarriedtoKAmTAMinoruonJune4, 1973.

Husband,Minoru,diedonJanuary25, 1975.

○

Sumame: TANAKA

Givenname: Reiko

Father(Surname) : MIZUTA

(Givenname) : Ueru

Mother(Sumame) : TANAKA

(Givenname) : Ineko

Relationship: Firstdaughter

AdoptiveFather: KennethDonaldBrown

AdoptiveMother: AliceLilyBrown

.Relationship: Adopteddaughter
DateofBirth: Mayl,1967
PIaCeofBirth: SendaiCity

AdoptedbyKennethDonaldBrown,U､S.citizen,andhiswifej

Januaryl5,1977.

wifA

○
lice LilyBrownon

ThisistocertifythatabovestatementhaSbeenmadeonthebasisoftheOfficial

FamilyRegiSterissuedbytheHeadofArakawaVillage,ChichibuCounty,Saitama

mre,onApril8, 1991.
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